
 

 

 

 

 

 

市民後見人活動をバックアップ ～「福岡市市民後見人フォローアップ研修」を開催しました～ 

福岡市は市民後見人候補者の養成をすすめており、現在までに２０人が家庭裁判所に選任されて活躍してい

ます（市民後見人の活動詳細は「福岡市成年後見推進センターだよりVol.７」で紹介）。 

福岡市成年後見推進センターでは、市民後見人がより知見を深めるために、「市民後見人フォローアップ研

修」を企画しています。 

今年度は「認知症コミュニケーション・ケア技法 ユマニチュードに

ついて」の講義と演習、「市民後見人候補者の交流」をテーマに、令和７

年１２月と令和８年１月に開催しました。 

ユマニチュード地域リーダーをお招きし、ユマニチュードの４つの柱

である  見る、話す、触れる、立つ』について、認知症の方が安心する

ような接し方を実践的に学んだ後、参加者同士での市民後見人活動に関

する意見交換を行いました。 

参加者からは、“ユマニチュードを学び、相手を思う気持ちの大切さ

を改めて感じた”“市民後見人として感じる悩みなどを共有できてよか

った”などの感想がありました。 

今後も、市民後見人が活躍できる体制づくりに取り組んでいきます。 

 

 

成年後見相談会（予約制） ※電話、来所またはFAXにてお申込みください。 

毎月第2火曜日および２月・5月・８月・１１月の第4火曜日に、専門職による相談会を開催しています。 

1件につき45分、先着順にてご予約を受け付けます（無料）。予約状況についてはお問い合わせ下さい。 

   会場：福岡市市民福祉プラザ３階 相談室 ※別室に変更になる場合があります。 

     ■令和８年3月開催 

     日時：3月１０日（火） １３：００～１６：００         相談員：司法書士 

   ■令和８年４月開催 

    日時：４月１４日（火） １３：００～１６：００     相談員：弁護士 

 

 

＜問い合わせ先＞ 
福岡市成年後見推進センター 
〒810-0062  
福岡市中央区荒戸3-3-39 福岡市市民福祉プラザ3階 
TEL：092-753-6450   FAX：092-734-2010 
開所日：火曜日～土曜日（祝休日・年末年始を除く） 午前9時～午後5時 

福岡市成年後見推進センターだより Vol.１６ 
令和８年３月１日発行 

～福岡市成年後見推進センターは、「相談」「広報・啓発」「後見人支援」「後見人候補者の調整」の 

4つの柱を基に、市民や相談支援機関等の皆さまからのご相談をお受けしています～ 

 

 

市民後見人 

フォローアップ研修の様子 

 


